
地域の縁がわ活用促進事業イメージ（案）

地域の縁がわ活用促進事業：「地域の縁がわ」等を活用した市町村包括的な支援体制の整備

関係図

1. 市町村、「地域の縁がわ」、地域団体等を交えた意見交換会等の開催・調整
2. 市町村、「地域の縁がわ」、支援関係機関が結びついた連携体制の構築・実証
3. 実情に応じた体制への修正
4. 実績報告の作成
5. その他１～４に関連して必要な業務

・児童相談所
・障害福祉サービス事業所
・地域包括支援センター
・病院
・社会福祉協議会 等
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（地域住民のニーズ、連絡先、
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①連携体制の構築
• 意見交換会の開催
• 支援関係機関情報
の整理

• 情報共有方法の確認

②属性を問わない
支援体制の実証
• 既存属性を超えた支援
の意識づけ

• 相談受入れ体制の構築
• 相談受入れ方法作成
• 実証
• フィードバック

企画コンペ

委託内容

市町村の包括的支援
体制整備に向けた後方支援

ボランティア団体

支援関係機関
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